
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾画を印刷する印刷版の位置合わせ基準に用いられる複数の図柄が設けられたシート
状の装飾部材と、
　この装飾部材を表面に貼着してから表面側に部品を取り付けるための開口部とその開口
部を加工する基準となる基準孔が形成されるベース板と、
から構成される遊技盤において、
　前記複数の図柄の少なくとも一つ 前記開口部又は前記基準孔の少なくともいずれか

配置され 、前記装飾部材を前記ベース板に貼着してから行う開
口部又は基準孔の形成に伴 去されていることを特徴とする遊技盤。
【請求項２】
　前記基準孔 配置された前記図柄 基準孔と略同形状とさ
れていることを特徴とする請求項１記載の遊技盤。
【請求項３】
　製造過程で用いられる複数の情報が下端部に設けられた 下端部の
略中央に遊技球を回収する回収口が配置された遊技盤において、
　少なくとも前記遊技盤の製造過程に用いられる前記情報が前記下端部の側端部近傍に配
置されていることを特徴とする 遊技盤。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項記載の遊技盤を備えることを特徴とする遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、製造過程で使用する情報等を設けたシート状の装飾部材がベース板に貼着して
構成される遊技盤と、その遊技盤を備えた遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パチンコ機等の遊技機では、遊技盤にベニヤ板を使用しているものが多く、その表面には
、装飾画（デザイン図）や各種情報等を印刷したセル（樹脂製シート部材）が貼着されて
いる。
【０００３】
図５は、従来のセルに設けられる情報等のレイアウト図である。図示のように、方形のセ
ル１００には、対角線上の近傍に、シルク印刷での多色刷りに用いられる位置合わせマー
ク（通称「トンボ」と呼ばれ、ここでは円形の白抜きに「＋」を記した図柄）１０２Ａ、
１０２Ｂ、１０２Ｃ、３個が配置されており、下端部には、端縁に沿って左から、各印刷
色の色見本を個別に配列して構成された色玉１０４、セル番号・バーコード１０６、セル
番号１０８（例えば「８２４」等の数字）及び機種名１１０（例えば「ドルフィンリング
Ｖ」等の文字）、商品のバーコード１１２及び商品コード１１４（例えば「２２６００」
等の数字）、賞球数１１６（例えば「５＆１３」等の数字）が配列され、賞球数１１６の
少し上方には、Ｇ盤区分１２０（例えば「ＫＧ－２」等の文字と数字の組み合わせ）が配
置されている。
【０００４】
これらの図柄や情報は、いずれもセル及び遊技盤を製造する過程で使用されるものであり
、例えば、位置合わせマーク１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃは、上述したように、セル１
００へのシルク印刷時に各色の印刷版を位置合わせする基準として用いられ、色玉１０４
は、印刷後の色彩不良を見るためのサンプルとなる。またバーコード類は、セル単品ある
いは遊技盤の製造時（例えば、自動化ラインでの工程管理等）及び在庫管理時等に、バー
コード・リーダでの読み取りに使用され、数字や文字による表記は、作業者等による機種
判別のために設けられたものである。
【０００５】
また、これら図柄や製造に関する情報（製造情報）以外にも、遊技者に必要とされる、確
立と賞球数を表記した機種情報（遊技情報）１２２がセル１００の上部右側に設けられて
おり、他にも、社名マーク１２４が色玉１０４の略上方位置に配置されている。
【０００６】
そしてこのセル１００は、治具等を用い、図６に示すように、ほぼ同じサイズのベニヤ板
１２６に位置決めして貼り付けられる。ベニヤ板１２６には、対角となる隅部近傍２箇所
に加工基準孔１２８Ａ、１２８Ｂが形成され、この加工基準孔１２８Ａ、１２８Ｂを基準
として、ＮＣルータ加工機により、遊技盤をパチンコ機本体に嵌め入れ位置合わせするた
めの切り欠き部１３０や、遊技部品及び装飾部品等を盤面に取り付けるための部品取付用
孔１３２～１５８、遊技球をパチンコ機内へと回収するアウト口１６０が形成される。
【０００７】
図７は、従来の遊技盤を示した概略正面図である。遊技盤１６２は、上記の加工工程を経
たベニヤ板１２６の表面（盤面側）に、遊技釘や遊技部品等（いずれも図示省略）の各種
部品類が取り付けられ、裏面に基板等が取り付けられることによって完成するが、図示の
ように、盤面の端部にはランプ飾り１６４、１６６が取り付けられており、このランプ飾
り１６４、１６６によって、位置合わせマーク１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃや加工基準
孔１２８Ａ、１２８Ｂは隠され、盤面中央を占める遊技領域１６８部分等のデザイン図（
図示省略）や遊技領域１６８内に配置された機種情報１２２は露出されるようになってい
る。
【０００８】
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また、盤面の下部側に配置されている情報等も、その殆どがランプ飾り１６４、１６６に
覆われており、一部露出しているセル番号１０８と機種名１１０については、遊技盤１６
２をパチンコ機本体にセットした状態で、盤面の周辺部分が本体側のガラス枠に覆われる
ことによって隠され、正面から視認できないようになっている。
【０００９】
なお、この遊技盤１６２の場合、切り欠き部１３０形成のため、ルータ加工時に色玉１０
４とセル番号・バーコード１０６を切除しているが、それら情報は、セル１００をベニヤ
板１２６に一体化した遊技盤状態では特に必要とされないため、問題はない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年のパチンコ機では、遊技性向上のため、表示器や役物等を大型化して遊技
の演出効果を高めるようにした機種が開発されており、それに伴って遊技盤面に設ける遊
技領域が拡大される傾向にある。また一方で、打球発射装置を遊技盤の左下に配置し、そ
こから打球を上方に打ち出す、所謂「左打ち」と呼ばれる機種の開発も進められている。
この新機種の場合、従来機種に設けられていた、遊技盤右下の打球発射装置と、打球発射
装置から発射された打球を左斜め上方に案内し遊技盤側へと導くガイドレール等が不要に
なるため、その空きスペースを利用した遊技領域の拡大化（遊技性向上）が検討されてい
る。
【００１１】
しかし、遊技領域の周辺には、前述したように、セルと遊技盤の製造に使用する情報や図
柄（位置合わせマーク）、加工基準孔を設けて、製品状態では遊技者等から見えなくなる
位置に配置しなければならないため、そのレイアウト（セル・デザイン）も考慮する必要
がある。
【００１２】
またこの場合、例えば、遊技盤（ベニヤ板）のサイズを大きくする方法も考えられる。し
かしそうすると、従来機種のと互換性が崩れる問題があり、また現在の製造ライン、設備
等が利用できなくなるデメリット（新たな設備投資、製造ラインの切り替えロス等）も大
きいため、実現は難しい。
【００１３】
図８は、従来サイズのベニヤ板を用いた新機種の遊技盤に、従来機種のセル・デザインを
適用した例である。この遊技盤１７０では、アウト口１７２の位置を盤面の下端縁近くま
で下げ、Ｇ盤飾り１７４、１７６（従来のランプ飾り１６４、１６６に相当）を下方と右
方向にシフトすることで、遊技領域１７８を拡大させている。そしてそれに伴い、位置合
わせマーク１０２Ｂ、１０２ＣはＧ盤飾り１７６からはみ出し、バーコード１１２にはア
ウト口１７２が干渉することになるため、レイアウト変更が必要となる。
【００１４】
このように、遊技領域の大きさが変わると、位置合わせマークや各種情報の位置を変更し
なければならなくなることがある。しかし、遊技領域は、今後開発される機種でも、大き
さ、あるいは形状等を変更する可能性が高いため、その都度レイアウトを見直し、修正し
ていたのでは、セル・デザインの設計効率が悪くなる問題がある。
【００１５】
本発明は上記事実を考慮して、遊技領域の大きさ変更に対し、セル及び遊技盤の製造に用
いる位置合わせマークや各種情報の配置が影響されることなく、これによって、セル・デ
ザインの設計効率を改善させることができる遊技盤及びそれを備えた遊技機を提供するこ
とを課題とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、装飾画を印刷する印刷版の位置合わせ基準に用いられる複数
の図柄が設けられたシート状の装飾部材と、この装飾部材を表面に貼着してから表面側に
部品を取り付けるための開口部とその開口部を加工する基準となる基準孔が形成されるベ
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ース板と、から構成される遊技盤において、前記複数の図柄の少なくとも一つ 前記開
口部又は前記基準孔の少なくともいずれか 配置され 、前記装飾
部材を前記ベース板に貼着してから行う開口部又は基準孔の形成に伴 去されているこ
とを特徴としている。
【００１７】
　請求項１に記載の発明では、シート状の装飾部材に印刷版を用い、部材表面に設けた複
数の図柄を基準として印刷版の位置を合わせ、装飾画が印刷される。この装飾部材は、ベ
ニヤ板等から成るベース板の表面に貼着されて、ベース板を装飾する。ベース板には、表
面側に部品を取り付けるための開口部とその開口部を加工する基準としての基準孔が形成
されるが、ここでは、それら開口部又は基準孔の少なくともいずれか 、
複数の図柄の少なくとも一つを している。
【００１８】
　これにより、 図柄は、開口部又は基準孔の形成に伴って取り除か
れ、遊技機完成後に、遊技者等の目に触れることはない。したがって、遊技盤に設ける遊
技領域の大きさを変更する際に、その都度、図柄の配置を変える必要がなくなり、セル・
デザインを効率良く設計することができる。
【００１９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の遊技盤において、前記基準孔

配置された前記図柄 基準孔と略同形状とされていることを特徴としてい
る。
【００２０】
請求項２に記載の発明では、ベース部材への貼着位置が所定の規格に定められている装飾
部材において、貼り付け位置にずれを生じた場合、基準孔と重なって完全に取り除かれる
はずの図柄が、装飾部材上に残されることになる。例えば、図柄の周縁部の一部が視認で
きるようになり、その周縁部の大きさは位置ずれ量に対応する。
【００２１】
これにより、作業者等は、装飾部材の貼着不良を、迅速且つ容易に判別することができる
。
【００２２】
　請求項３に記載の発明は、
製造過程で用いられる複数の情報が下端部に設けられた 下端部の略
中央に遊技球を回収する回収口が配置された遊技盤において、少なくとも前記遊技盤の製
造過程に用いられる前記情報が前記下端部の側端部近傍に配置されていることを特徴とし
ている。
【００２３】
請求項３に記載の発明では、装飾部材に、例えば印刷等によって設けられる、装飾部材又
は遊技盤の製造過程で使用する複数の情報のうち、少なくとも遊技盤の製造過程で用いる
情報は装飾部材の下端部の側端部近傍に配置している。これにより、遊技領域の大きさ変
更によって、遊技球を回収する回収口の位置が遊技盤の略中央で上下に移動することがあ
っても、遊技盤の製造情報と回収口とが干渉することは避けられる。したがって、遊技領
域を変更する度に、情報の配置を変える必要がなくなり、セル・デザインの設計効率が改
善する。
【００２４】
請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３の何れか１項記載の遊技盤を備えることを
特徴とする遊技機に適用することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２６】
図１及図２には、本発明の一実施の形態に係るパチンコ機が示されている。なお、本実施
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形態のパチンコ機は、打球発射装置を遊技盤の左側下方に配置して遊技球を上方に発射す
る機種であり、従来に比べ、アウト口の位置が下げられることにより遊技領域が拡大され
ている。
【００２７】
図示のように、パチンコ機１０は外枠１２を備え、外枠１２の前面には、窓部を有する額
縁状の内枠１４の一側部が開閉可能に取付けられている。内枠１４の窓部には、ガラス１
６をガラスフレーム１８に装着したガラス枠２０の一側部が開閉可能に取付けられており
、このガラス枠２０と内枠１４は、内枠１４の他側部に設けられた施錠装置（シリンダ）
２２により施錠されるようになっている。
【００２８】
ガラス枠２０の下方位置には、パチンコ機本体内の賞球払出装置から払い出された遊技球
（貸球）や賞球を貯留して打球発射装置（図示省略）へと誘導する球皿部２４を備えた一
体皿２６が一側部を内枠１４に開閉可能に取付けられている。一体皿２６の前面には、左
側下部に灰皿２８が配置され、右側下部には打球発射装置から発射する遊技球の飛距離を
調整するための発射ハンドル３０が設けられている。
【００２９】
また内枠１４の窓部には、遊技盤載置台に載せて交換可能とされた遊技盤３２が窓部を塞
ぐように設置されている。遊技盤３２は、ベニヤ板１２６の表面に樹脂材料で形成された
シート状のセル３４が貼着されて、盤面３２Ａに、外バンド３６及び内バンド３７とレー
ル飾り３８、３９とによって囲まれた略円形状の遊技領域４０が形成されており、セル３
４の表面で遊技領域４０と対応する範囲には、背景画像や各種キャラクター画像等を含む
装飾画（図示省略）が印刷されている。
【００３０】
遊技領域４０には、特別図柄表示装置４２や大入賞口（変動入賞装置）４４等の役物、始
動口４６や入賞口４８、風車５０、サイドランプ５２等の遊技部品が配設され、最下位置
にアウト口５４が配置されている。
【００３１】
また本実施形態では、遊技盤３２の盤面右側端部に配置されたレール飾り３８がネジ止め
されて盤面に取り付けられており、このレール飾り３８の前面右下端隅に、証紙５６を貼
り付た証紙台５８が取り付けられている。そしてこの証紙台５８は、左方に配置されたヒ
ンジ板６０に支持されて、盤面３２Ａに対して開閉動するようになっている。
【００３２】
さらに、ガラス枠２０の前面には、賞球表示灯や完了表示灯等の機能を有する複数の表示
灯６２と、スピーカー６４、６６が設けられている。
【００３３】
次に、本実施形態に係るセルのデザインについて説明する。図３は、セル３４に設ける情
報等のレイアウト図であり、図４は、セル３４を貼着した遊技盤３２の概略正面図である
。
【００３４】
図示のように、セル３４の上側の左右隅部近傍と下側の右隅近傍には、シルク印刷時に各
色印刷版の位置合わせ基準として用いる、円形の位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｂ、７０
Ｃ、７０Ｄ、７０Ｅ、５個が配置されている。
【００３５】
セル３４の下端部３４Ａは白抜きされており、下端部３４Ａの左側端部には、各印刷色の
色見本を示すカラー表示７２が設けられ、カラー表示７２の右隣には、セル番号・バーコ
ード７４が配置されている。また下端部３４Ａの右側端部近傍には、商品のバーコード７
６と商品コード７８が配列されている。
【００３６】
また、セル３４の左上隅近傍に配置された位置合わせマーク７０Ａの下方には、情報表示
部８０が設けられており、ここには、上から順に、賞球数（「５＆１５」）、セル番号（
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「８４１」）、機種名、Ｇ盤区分（「ＫＧ－３」）が記載されている。さらにセル３４の
上部右側には、確立と賞球数を表記した遊技情報８２が設けられている。
【００３７】
遊技盤３２の製造においては、従来と同様、セル３４をベニヤ板１２６に位置決めして貼
着後、ＮＣルータ加工機によって、特別図柄表示装置４２や大入賞口４４等を取り付ける
ための部品取付用孔（開口部）等を加工している（図６参照）。そして本実施形態では、
位置合わせマーク７０Ａと位置合わせマーク７０Ｃがルータ加工の基準に用いる加工基準
孔（円孔）に位置合わせられており、また大きさ（直径）も揃えられている。これにより
、加工基準孔を形成すると、図４に示すように、位置合わせマーク７０Ａが取り除かれて
加工基準孔８４Ａとなり、位置合わせマーク７０Ｃが取り除かれて加工基準孔８４Ｂとな
る。
【００３８】
また、遊技盤３２の盤面右側端部にレール飾り３８が取り付けられると、盤面右下隅近傍
に配置された加工基準孔８４Ｂと位置合わせマーク７０Ｄ、バーコード７６と商品コード
７８はレール飾り３８によって隠され、盤面下端部に取り付けられたレール飾り３９によ
っては、セル番号・バーコード７４が隠されるようになっている。
【００３９】
さらに、遊技盤３２をパチンコ機１０にセットした製品状態では、ガラス枠２０に形成さ
れたスピーカー６４取付部分によって、左上隅近傍に配置された情報表示部８０、加工基
準孔８４Ａ、位置合わせマーク７０Ｂが隠され、右上隅近傍の位置合わせマーク７０Ｅや
左下隅のカラー表示７２も、同じく、ガラス枠２０のフレーム部分によって隠されるよう
になっている。したがって、遊技者等は、ガラス１６を通し、遊技盤３２の遊技領域４０
を含む所定範囲のみを視認することができる。
【００４０】
　このように、本実施の形態では、装飾画を印刷する印刷版の位置合わせ基準に用いられ
る位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｂ、７０Ｃ、７０Ｄ、７０Ｅが設けられたセル３４と、
このセル３４を表面に貼着してから表面側に部品を取り付けるための開口部とその開口部
を加工する基準となる加工基準孔８４Ａ、８４Ｂが形成されるベニヤ板１２６と、から構
成される遊技盤３２において、位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｃをそれぞれ加工基準孔８
４Ａ、８４Ｂ 配置したことにより、位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｃは
加工基準孔８４Ａ、８４Ｂの形成に伴って取り除かれ、パチンコ機１０完成後に、遊技者
等の目に触れることはない。したがって、遊技盤３２に設ける遊技領域４０の大きさを変
更する際に、その都度、位置合わせマークの配置を変える必要がなくなり、セル・デザイ
ンを効率良く設計することができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｃを

加工基準孔８４Ａ、８４Ｂと同形状としたことにより、セル３４の貼り付け位置にずれ
を生じた場合、加工基準孔８４Ａ、８４Ｂと重なって完全に取り除かれるはずの位置合わ
せマーク７０Ａ、７０Ｃが、セル３４上に残されることになる。これにより、作業者等は
、セル３４の貼着不良を、迅速且つ容易に判別することができる。
【００４２】
さらに、本実施形態では、製造過程で用いられる複数の情報（カラー表示７２、セル番号
・バーコード７４、バーコード７６、商品コード７８）が下端部３４Ａに設けられたセル
３４と、このセル３４が表面に貼着されたベニヤ板１２６と、から構成され下端部３４Ａ
の略中央に遊技球を回収するアウト口５４が配置された遊技盤３２において、遊技盤３２
の製造過程で用いるバーコード７６、商品コード７８を下端部３４Ａの側端部近傍に配置
したことにより、遊技領域４０の大きさ変更によって、アウト口５４の位置が遊技盤３２
の略中央で上下に移動することがあっても、遊技盤３２の製造情報（バーコード７６、商
品コード７８）とアウト口５４とが干渉することは避けられる。したがって、遊技領域４
０を変更する度に、情報の配置を変える必要がなくなり、セル・デザインの設計効率が改
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善する。
【００４３】
　なお、上述した本実施形態では、位置合わせマーク７０Ａ、７０Ｃをそれぞれ加工基準
孔８４Ａ、８４Ｂ 構成により説明しているが、この位置合わせ
マー 、部品取付用孔等の他の開口部 に配置するようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
本発明の遊技盤及びそれを備えた遊技機は上記構成としたので、遊技領域の大きさが変え
られる際に、セル及び遊技盤の製造に用いる位置合わせマークや各種情報の配置が影響さ
れることはなく、したがって、セル・デザインの設計効率が改善される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ機を示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るパチンコ機を示した正面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るセルに設けた情報等のレイアウトを示す正面図である
。
【図４】本発明の一実施形態に係る遊技盤を示す概略正面図である。
【図５】従来のセルに設けた情報等のレイアウトを示す正面図である。
【図６】図５のセルをベニヤ板に貼着して部品取付用孔等を加工した状態の正面図である
。
【図７】従来の遊技盤を示す概略正面図である。
【図８】従来のセル・デザインを本発明の一実施形態に係る遊技盤に適用した例の概略正
面図である。
【符号の説明】
１０　　　　パチンコ機（遊技機）
３２　　　　遊技盤
３４　　　　セル（装飾部材）
３４Ａ　　　下端部
４０　　　　遊技領域
５４　　　　アウト口（回収口）
７０Ａ、７０Ｃ　　　　位置合わせマーク（図柄）
７６　　　　バーコード（情報）
７８　　　　商品コード（情報）
８４Ａ、８４Ｂ　　　　加工基準孔（基準孔）
１２６　　　ベニヤ板（ベース板）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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